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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年５月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年３月５日 １３時３５分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市加布
か ぶ

良
ら

古
こ

埼南東方沖 

安楽
あ ら し

島
ま

港東防波堤灯台から真方位０３１°１,４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.３′ 東経１３６°５２.７′） 

事故の概要  漁船第２おき丸は、北北西進中、また、プレジャーボート中村
なかむら

丸

は、錨泊中、両船が衝突した。 

中村丸は、船長及び同乗者が負傷し、右舷船尾部等に破損を生じ、

また、第２おき丸は、右舷船首部外板に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年３月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第２おき丸、４.０トン 

   ＭＥ３－６１０９８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.２５ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.８０kＷ、平成６年１０月２５日 

第２４３－３９８３４号（船舶検査済票の番号） 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

Ｂ プレジャーボート 中村丸、０.９トン 

   ２４３－１９８４２三重、個人所有 

   ７.４４ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２２.１kＷ、昭和５９年６月 
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   （写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４９歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和３年５月２７日 

    免許証交付日 令和３年５月２７日 

           （令和８年５月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年５月２２日 

    免許証交付日 令和３年１１月１７日 

           （令和９年５月２１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破口を伴う擦過傷及びプロペラに欠損 

Ｂ 右舷船尾部等に破損 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか乗組員１人（以下「乗組員Ａ」という。）が乗

り組み、養殖筏
いかだ

のかき収穫の目的で、鳥羽市鳥羽港北方沖の養殖筏

に向け、令和５年３月５日１３時２５分ごろ収穫したかき
．．

の大きさを

選別する同市浦村町の養殖施設の桟橋を出発した。 

船長Ａは、鳥羽市麻倉島北方沖の東西に設置された養殖施設（貝）

の間を通過したのち、加布良古埼の先端を目指し、舵輪の前に立って

手動操舵としてふだんどおり前路に視線を向け、また、乗組員Ａは後

方を向いて甲板上に腰を掛けて、約１６～１７ノットの対地速力で北

北西進した。 

船長Ａは、午前中に航行していた際、約２０隻のプレジャーボート

が加布良古埼付近にいることを見ていたものの、午後は同ボートを見

なかったので、釣り場を移動したのではないかと考えながら続航し

た。 

船長Ａは、前路に他船を見掛けておらず、他船がいないと思い、そ
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のままの進路及び速力で、前路のＢ船の存在に気付かないまま航行し

ていたところ、１３時３５分ごろ衝撃を感じ、乗組員Ａから何かに衝

突したと告げられ、後方を振り向いた際、Ａ船がＢ船の上を通過して

再び海上に至ったのち、転覆していない状態のＢ船を認め、Ｂ船と衝

突したことを知った。 

船長Ａは、Ｂ船のところに戻り、Ｂ船の右舷側にＡ船の左舷側を横

着けし、Ｂ船に移乗して、同乗者Ｂを前部甲板上の海水で濡れていな

いところに移動させ、Ｂ船の左舷側の船縁に掴
つか

まっていた船長Ｂを引

き揚げて救助したのち、１３時４０分ごろ乗組員Ａに１１８番するよ

う指示した。 

Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航して安楽島漁港に向かった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下、「同乗者Ｂ」

という。）を乗せ、釣りの目的で、加布良古埼南東方沖の釣り場に向

け、１２時３０分ごろ浦村町今浦の桟橋を離桟した。 

 船長Ｂは、船尾部の物入れに腰を掛けて手動操舵とし、１３時２２

分ごろ麻倉島西方沖を通過し、同物入れの前方左側に設置された魚群

探知機を見て魚群を探索しながら、時折後方の見張りを行い、北北西

進した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 船長Ｂの状況（イメージ） 

 

 船長Ｂは、１３時３４分ごろ加布良古埼南東方沖の水深約２０ｍの

釣り場に到着し、周囲を見渡したところ、北北東方に錨泊している釣

り船１隻を認めたが、他船を見掛けなかったので、後方から船舶が向

かってこないと思い、船首を加布良古埼に向けて投錨したのち、船外

機を停止した。 

 船長Ｂは、船尾部の物入れに腰を掛けて同物入れの前方左側の魚群

探知機を見て、また、同乗者Ｂは、船体の中央部付近で、下方を向

き、釣りの用意を始めた。 

 船長Ｂは、後方から波音を聞き、振り向くと至近にＡ船を認めた

が、どうすることもできず、衝突により落水してＢ船の左舷側の船縁

に掴まっているところをＢ船に移乗した船長Ａに救助された後、意識

がなくなった。 

 同乗者Ｂは、衝突した際、Ｂ船に乗り揚がったＡ船の船底の下にな

物入れ 

船長Ｂ 

魚群探知機 
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り、Ｂ船に移乗した船長Ａに救助された。 

その後、同乗者Ｂは、船長ＡからＡ船に乗り移った方がよいのでは

ないかと伝えられ、Ａ船に移乗した後、乗組員Ａに１１８番通報を依

頼した。  

船長Ｂは、到着した安楽島漁港からドクターヘリで病院に搬送され

て重症胸部外傷等と、また、同乗者Ｂは、同漁港で待機していた救急

車で病院に搬送されて胸椎
きょうつい

棘
きょく

突起多発骨折及び背部打撲血腫と、そ

れぞれ診断された 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２、 

Ｂ船の損傷状況 参照）  

 その他の事項 船長Ａは、午前中、多数のプレジャーボートを視認していたので、

航行中には見張りに気を付けていたが、本事故当時、プレジャーボー

トを見な かったので、気が緩んだと本事故後に思った。 

船長Ａは、本事故当時、体調及び視力は良好であった。 

船長Ａは、前方に視線を向けて航行していたものの、前路のＢ船の

存在に気付かずに接近してしまった理由を本事故後に考えても、自身

でも分からなかった。 

Ａ船は、本事故後、海上保安庁による調査が行われ、航行時に船首

が浮上しないことが確認された。 

Ｂ船は、錨泊中に揚錨して船外機を始動し、その場から移動する所

要時間は約５分であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、加布良古埼南東方沖を北北西進中、船長Ａが、同埼付近に

いた多数のプレジャーボートが釣り場を移動して前路に同ボート等が

いないと思い込み、前路のＢ船の存在に気付かないまま航行を続けた

ことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船は、船長Ａがふだんどおり前方に視線を向けていたが、前路の

Ｂ船を視認できなかった理由が不明であり、前路のＢ船に接近した状

況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、加布良古埼南東方沖で錨泊中、船長Ｂが、錨泊前に周囲を

見渡し、接近する船舶はいないと思い、物入れの前方左側の魚群探知

機に視線を向けて錨泊を続けたことから、後方から波音を聞き、振り

向いたところ、至近となったＡ船を認めたものの、どうすることもで

きず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、加布良古埼南東方沖においてＡ船が北北西進中、Ｂ船が

錨泊中、船長Ａが、同埼付近にいた多数のプレジャーボートが釣り場

を移動して前路に同ボート等がいないと思い込み、前路のＢ船の存在
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に気付かないまま航行を続け、また、船長Ｂが、接近する船舶はいな

いと思い、物入れの前方左側の魚群探知機に視線を向けて錨泊を続け

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、前路に船舶及び障害物がいないと思わず、船舶

及び障害物の存在の有無に意識を集中し、周囲の見張りを適切に

行うこと。 

・船長は、錨泊中であっても、魚群探知機に意識を集中することな

く、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


